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編 頁 主 な 改 正 点 

第１編 

水道工事施

工管理基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 

水道工事書

類作成要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－１ 

 

 

１－４ 

 

 

１－10 

 

 

１－16 

 

 

１－21 

 

 

１－21 

 

 

２－３ 

 

 

 

２－４ 

 

 

２－７、９ 

 

 

２－12 

 

 

２－14 

 

 

２－15 

 

 

２－38 

 

 

・表題を「出来形管理基準」から「施工管理基準」に変更しました。 

・工程管理についての記載を変更 

 

・「新設管布設工」の「測定項目」を一部変更 

 

 

・「シールド・二次覆工」の「コンクリート巻厚」を削除し、それに伴

い、測定基準の一部を削除 

 

・S50形の配管材料の品質規格を追加 

・「水道用ステンレス鋼管」の規格「JAWW G 117,118」削除 

 

・S50形の「標準胴付間隔許容曲げ角度」「異形管部の接合」「押しボル

ト締付けトルク」の品質規格を追加 

 

・フランジ継手の接合における品質規格を一部変更 

 

 

・書類名（工事・指定部分に係る工事完成届出書）の変更、様式欄〇（給

水台帳（出来形図）、継手チェックシート、水道用ステンレス鋼管を使

用した給水取付替工事チェックシート）の追加 

 

・書類名（現場環境改善の実施状況）と作成根拠書類名（水道工事の現

場環境改善に関する特記仕様書）の変更 

 

・工事名を「配水管新設工事」から「配水管布設替工事」へ変更 

 

 

・配水管布設替工事の工事内容に沿って有資格者一覧表の変更 

 

 

・出来形管理基準、写真撮影基準に則り、施工管理計画（例）の「工種」

「測定項目」の名称を変更 

 

・緊急連絡体制の連絡先の名称を変更 

 

 

・「レディーミクストコンクリートの品質管理表」に単位水量の項目を

追加 

 



編 頁 主 な 改 正 点 

２－39 

 

 

 

５－８ 

 

 

５－11 

 

 

５－12 

 

 

５－14 

 

 

 

 

５－17 

 

 

 

５－40 

 

 

５－61 

 

 

５－93 

 

 

５－101 

 

 

 

５－116 

 

 

５－121 

 

・搬出記録簿の記載を削除 

 

 

 

・「段階点検制度（仮設工等）に関する特記仕様書」の選定内容の明示

を「現場説明書」から「工事仕様書」へ変更 

 

・「配管材料調達に関する特記仕様書」のGX形の外面塗装規格を追加 

 

 

・「配管材料調達に関する特記仕様書」のKF形を規格廃止のため削除 

 

 

・「配管材料調達に関する特記仕様書」の口径75mm以上にポリエチレン

スリーブの規格を追加 

・「配管材料調達に関する特記仕様書」の口径50mm以下にS50の外面塗

装規格を追加 

 

・「配管材料調達に関する特記仕様書」に共通事項を新設し、「水道用明

示テープ」「水道管埋設明示シート」「防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ」

を追加 

 

・「ポリエチレンスリーブ施工に関する特記仕様書」に防護コンクリー

ト打設部のポリエチレンスリーブ施工の記載について追加 

 

・「給水台帳（出来形図）」作成の標準の給水台帳作成における取付替番

号等の記入方法について変更 

 

・「電子納品に関する特記仕様書」の参考資料名の変更 

・電子媒体（DVD-R、BD-R）の追加 

 

・「GX形ダクタイル鋳鉄管を使用した工事に関する特記仕様書」で「水

道工事標準仕様書」「材料調達に関する特記仕様書」等に重複している

箇所の削除 

 

・「不断水切替弁を使用した工事に関する特記仕様書」の追加 

 

 

・「水道局管内一円特記仕様書」の新規追加 

 



編 頁 主 な 改 正 点 

５－124 

 

 

削除する特記仕様書 

・「損害補償業務特記仕様書」の新規追加 

 

 

・口径75mmダクタイル鋳鉄管を使用した工事に関する特記仕様書 

・S50形ダクタイル鋳鉄管を使用した工事に関する特記仕様書 
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■新旧対照表 項目 第１編 水道工事施工管理基準 １ 水道工事施工管理基準 頁 １－１ 
改定箇所 

現行（令和元年 10 月） 改定（令和２年１月） 

出 来 形 管 理 基 準 

１ 水道工事施工管理基準 

この水道工事施工管理基準は、水道工事標準仕様書第１編１－１－２３（施工管理）に規定する施

工管理について、その基準を定めるものである。 

 

(1)～（4）省略 

 

(5) 工程管理 

請負人は、工程管理を、工事内容に応じネットワーク(パート)方式又は、バーチャート方式等に

より作成した実施工程表により管理するものとする。 

なお、工程管理については、特別に管理基準を定めない。 

施 工 管 理 基 準 

１ 水道工事施工管理基準 

この水道工事施工管理基準は、水道工事標準仕様書第１編１－１－２３（施工管理）に規定する

施工管理について、その基準を定めるものである。 

 

(1)～（4）省略 

 

(5) 工程管理 

請負人は、工程管理を、工事内容に応じネットワーク(パート)方式又は、バーチャート方式等

により作成した実施工程表により管理するものとする。 

なお、工程管理については、「第２編 11工程管理について」（2-49）によるものとする。 

〇表題を「出来形管理

基準」から「施工管理基

準」に変更 

 

 

 

 

○工程管理についての

記載を変更 
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■新旧対照表 項目 第１編 水道工事施工管理基準 ２ 出来形管理基準 頁 １－４ 
改定箇所 

現行（令和元年 10 月） 改定（令和２年１月） 

  

 

 

 

〇「新設管布設工」の

「測定項目」を一部変

更 
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■新旧対照表 項目 第１編 水道工事施工管理基準 ２ 出来形管理基準 頁 １－10 
改定箇所 

現行（令和元年 10 月） 改定（令和２年１月） 

  

 

 

 

〇「シールド・二次覆

工」の「コンクリート巻

厚」を削除。それに伴

い、測定基準の一部削

除。 
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■新旧対照表 項目 第１編 水道工事施工管理基準 ３ 品質管理基準 頁 １－16 
改定箇所 

現行（令和元年 10 月） 改定（令和２年１月） 

  

 

 

 

〇S50 形の品質規格を

追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「水道用ステンレス

鋼管」の規格「JAWW G 

117,118 を」削除 
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■新旧対照表 項目 第１編 水道工事施工管理基準 ３ 品質管理基準 頁 １－21 
改定箇所 

現行（令和元年 10 月） 改定（令和２年１月） 

 

 

 

 

 

〇S50 形の品質規格を

追加 



6 
 

■新旧対照表 項目 第１編 水道工事施工管理基準 ３ 品質管理基準 頁 １－22 
改定箇所 

現行（令和元年 10 月） 改定（令和２年１月） 

 

 

 

 

 

〇フランジ継手の接合

における品質規格を一

部変更 
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■新旧対照表 項目 第２編 水道工事書類作成要領 １ 工事関係書類一覧表 頁 ２－３ 
改定箇所 

現行（令和元年 10 月） 改定（令和２年１月） 

  

 

 

 

〇書類名「工事・指定部

分に係る工事完成通知

書」から「工事・指定部

分に係る工事完成届出

書」へ変更 

 

○「給水台帳（出来形

図）」「継手チェックシ

ート」「水道用波状ステ

ンレス鋼管を使用した

給水取付替工事チェッ

クシート」の様式欄の

変更 
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■新旧対照表 項目 第２編 水道工事書類作成要領 １ 工事関係書類一覧表 頁 ２－４ 
改定箇所 

現行（令和元年 10 月） 改定（令和２年１月） 

  

 

 

 

〇書類名「イメージア

ップ実施関係資料」か

ら「現場環境改善の実

施状況」へ変更 

 

○「現場環境改善の実

施状況」の作成根拠「水

道工事のイメージアッ

プに関する特記仕様

書」から「水道工事の現

場環境改善に関する特

記仕様書」へ変更 
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■新旧対照表 項目 第２編 水道工事書類作成要領 ２ 施工計画書作成の要点と例 頁 ２－７ 
改定箇所 

現行（令和元年 10 月） 改定（令和２年１月） 

（例） 

 

施 工 計 画 書 

 

 

工 事 名 

口径○○ｍｍ配水管新設工事 

 

 

 

令和○○年○○月 

 

 

 

 

○○建設株式会社 

（例） 

 

施 工 計 画 書 

 

 

工 事 名 

口径○○ｍｍ配水管布設替工事 

 

 

 

令和○○年○○月 

 

 

 

 

○○建設株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇工事名を「配水管新

設工事」から「配水管布

設替工事」へ変更 
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■新旧対照表 項目 第２編 水道工事書類作成要領 ２ 施工計画書作成の要点と例 頁 ２－９ 
改定箇所 

現行（令和元年 10 月） 改定（令和２年１月） 

１ 工 事 概 要（例） 

 

工 事 名 

  口径○○ｍｍ配水管新設工事 

 

工事場所   

  ○○区○○町○○番地先 

 

工  期   

  自 令和○○年○○月○○日 

  至 令和○○年○○月○○日 

 

請負金額 

  ￥                － 

 

発 注 者 

  横浜市水道局○○工事課 

 (TEL) ○○○－○○○○ 

監 督 員 

  総括監督員  ○○○○ 

 主任監督員  ○○○○ 

 担当監督員  ○○○○（主務） 

 

請 負 人 

  ○○建設株式会社 

    現場代理人  ○○○○ 

現場事務所(TEL) ○○○－○○○○ 

 

１ 工 事 概 要（例） 

 

工 事 名 

  口径○○ｍｍ配水管布設替工事 

 

工事場所   

  ○○区○○町○○番地先 

 

工  期   

  自 令和○○年○○月○○日 

  至 令和○○年○○月○○日 

 

請負金額 

  ￥                － 

 

発 注 者 

  横浜市水道局○○工事課 

 (TEL) ○○○－○○○○ 

監 督 員 

  総括監督員  ○○○○ 

 主任監督員  ○○○○ 

 担当監督員  ○○○○（主務） 

 

請 負 人 

  ○○建設株式会社 

    現場代理人  ○○○○ 

現場事務所(TEL) ○○○－○○○○ 

 

 

 

 

〇工事名を「配水管新

設工事」から「配水管布

設替工事」へ変更 
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■新旧対照表 項目 第２編 水道工事書類作成要領 ２ 施工計画書作成の要点と例 頁 ２－10 
改定箇所 

現行（令和元年 10 月） 改定（令和２年１月） 

工 事 内 容 （ 例 ）  

 

主要工事項目 

工 事 及 び 名 称 細 別 単 位 数 量 摘 要 

新設配水管布設工     

新設配水管布設 DIP(○○形)φ150mm ｍ 100  

新設配水管布設 DIP(○○形)φ300mm ｍ 200  

新設ｿﾌﾄｼｰﾙ弁設置 ＦＣＤ φ300ｍｍ 基 3  

新設消火栓設置 ＦＣＤ φ 75ｍｍ 基 3  

新設急速空気弁 ＦＣＤ φ 75ｍｍ 基 2  

既設配水管撤去工     

撤去配水管 CIP(○○形)φ150mm ｍ 100  

撤去仕切弁 ＦＣ   φ 75ｍｍ 基 3  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

注 設計図書の設計内訳書の写しでも可 

工 事 内 容 （ 例 ）  

 

主要工事項目 

工 事 及 び 名 称 細 別 単 位 数 量 摘 要 

管路工（新設・開削）     

新設配水管布設 DIP(○○形)φ○〇ｍｍ ｍ   

弁類及び消火栓設置工     

新設ｿﾌﾄｼｰﾙ弁設置 ＦＣＤ φ○○ｍｍ 基   

新設消火栓設置 ＦＣＤ φ ○○ｍｍ 基   

新設急速空気弁設置 ＦＣＤ φ ○○ｍｍ 基   

新設洗浄栓設置 ＦＣＤ φ ○○ｍｍ 基   

管路工（撤去・開削）     

撤去配水管 CIP(○○形)φ○○ｍｍ ｍ   

撤去仕切弁 ＦＣ   φ ○○ｍｍ 基   

撤去消火栓 ＦＣ   φ ○○ｍｍ 基   

給水管取付替工（開削）     

給水管取付替 φ ○○ｍｍ か所   

路面復旧工     

     

     

     

     

     

     

注 設計図書の設計内訳書の写しでも可 

 

 

 

〇工事内容（例）の「工

事及び名称」に工種を

追加 
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■新旧対照表 項目 第２編 水道工事書類作成要領 ２ 施工計画書作成の要点と例 頁 ２－12 
改定箇所 

現行（令和元年 10 月） 改定（令和２年１月） 

（２）有資格者一覧表記入例 

各作業の有資格者の一覧を作成する。 

資   格 業 者 名 氏  名 資 格 番 号 

車両系建設機械運転者    

地山の掘削作業主任者    

足場の組立等作業主任者    

型枠支保工の組立等作業

主任者 

   

電気主任技術者    

締固め用機械運転者    

ガス溶接作業者    

アーク溶接作業者    

移動式クレーン運転士    

玉掛作業者    

ガス圧接技量資格者    

その他    

 

ア 作業の実施、建設機械の運転、点検整備に関しては、法令に定める資格を有する者（有資格者）

を配置すること。 

（２）有資格者一覧表記入例 

各作業の有資格者の一覧を作成する。 

資   格 業 者 名 氏  名 資 格 番 号 

車両系建設機械運転者    

地山の掘削作業主任者    

足場の組立等作業主任者    

型枠支保工の組立等作業

主任者 

   

電気主任技術者    

締固め用機械運転者    

ガス溶接作業者    

アーク溶接作業者    

移動式クレーン運転士    

玉掛作業者    

ガス圧接技量資格者    

配管工    

配管技能者    

給水装置工事主任技術者    

○級土木施工管理技士    

その他    

 

ア 作業の実施、建設機械の運転、点検整備に関しては、法令に定める資格を有する者（有資格者）

を配置すること。 

イ 配管工は資格の写しを添付すること。 

 

 

 

 

〇配水管布設替工事の

工事内容に沿って有資

格者一覧表を変更 
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■新旧対照表 項目 第２編 水道工事書類作成要領 ２ 施工計画書作成の要点と例 頁 ２－14 
改定箇所 

現行（令和元年 10 月） 改定（令和２年１月） 

６ 施工管理計画（例） 

 

現場においては、起終点、変化点及び各測点(Ｎｏ)ごと、又は、弁室等設置にあっては全数の管理

を行い、そのうちから検査に必要な管理の位置は次により実施し、出来形図・出来形管理表等を作

成し、工事写真を撮影する。 

 

出来形管理・写真管理 

工 種 測 定 項 目 出 来 形 管 理 位 置 写 真 管 理 位 置 

土工 
幅 

深 さ 
Ｎｏ１,３,５ Ｎｏ１,３,５ 

管布設工 
管布設位置 

深 さ 
Ｎｏ１,３,５ Ｎｏ１,３，５ 

弁室設置工 

幅 

厚 さ 

高 さ 

全数 施工箇所ごと 

管保護工 

幅 

厚 さ 

高 さ 

 

全数 施工箇所ごと 

 

(1)  品質管理は次の項目を実施すること。 

ア 接合部のチェックシートを実施。 

イ レディーミクストコンクリート（スランプ,空気量,塩分含有量,圧縮強度,単位水量） 

ウ その他 

 

(2)  工程管理 

ア バーチャート、ネットワークにより作成した実施工程表により管理すること。 

 

(3)  その他 

ア 出来形管理表やチェックシート及び管理位置図を添付すること。 

イ 各管理の具体的な基準については、水道工事施工要領（工事契約時の年版）によるも 

のとし、道路復旧の施工管理は各道路管理者等の基準による。 

ウ 段階確認については、水道工事標準仕様書１-１-45 【監督員による確認及び立会等】 

に記載のとおりとする。 

６ 施工管理計画（例） 

 

現場においては、起終点、変化点及び各測点(Ｎｏ)ごと、又は、弁室等設置にあっては全数の管理

を行い、そのうちから検査に必要な管理の位置は次により実施し、出来形図・出来形管理表等を作

成し、工事写真を撮影する。 

 

出来形管理・写真管理 

工 種 測 定 項 目 出 来 形 管 理 位 置 写 真 管 理 位 置 

土工 
幅 

深 さ 
Ｎｏ１,３,５ Ｎｏ１,３,５ 

管布設工 
管布設位置 

ＯＰ,ＤＰ 
Ｎｏ１,３,５ Ｎｏ１,３，５ 

弁室築造工 

幅 

長 さ 

高 さ 

全数 施工箇所ごと 

管防護工 

幅 

長 さ 

高 さ 

 

全数 施工箇所ごと 

 

(1)  品質管理は次の項目を実施すること。 

ア 接合部のチェックシートを実施。 

イ レディーミクストコンクリート（スランプ,空気量,塩分含有量,圧縮強度,単位水量） 

ウ その他 

 

(2)  工程管理 

ア バーチャート、ネットワークにより作成した実施工程表により管理すること。 

 

(3)  その他 

ア 出来形管理表やチェックシート及び管理位置図を添付すること。 

イ 各管理の具体的な基準については、水道工事施工要領（工事契約時の年版）によるも 

のとし、道路復旧の施工管理は各道路管理者等の基準による。 

ウ 段階確認については、水道工事標準仕様書１-１-45 【監督員による確認及び立会等】 

に記載のとおりとする。 

 

 

 

〇出来形管理基準、写

真撮影基準に則り「工

種」「測定項目」の名称

を変更 
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■新旧対照表 項目 第２編 水道工事書類作成要領 ２ 施工計画書作成の要点と例 頁 ２－15 
改定箇所 

現行（令和元年 10 月） 改定（令和２年１月） 

７ 緊急時の体制（例） 

 

(1)  緊急連絡系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 緊急時の体制（例） 

 

(1)  緊急連絡系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇緊急連絡体制の電

気、ガス、NTT関係の名

称を変更 

 

土木事務所 
 

電話 
FAX 
 

○○建設（株） 
本社 

電話 
FAX 

発 注 者         
横浜市水道局 
○○工事課 

電話 
FAX 
 

緊 急 病 院        
 

電話 
FAX 
 

警 察 署        
 

電話 
FAX 
 

消 防 署        
 

電話 
FAX 
 

労働基準監督署  
 

電話 
FAX 
 

東京電力○制御所 
配電保守グループ 
地中送電線グループ 
電話 
FAX 

ＮＴＴ－ＭＥ関東 
テレメンテ横浜 

電話 
FAX 
 

水 道 局        
○○水道事務所 

電話 
FAX 
 

東 京 ガ ス        
神奈川導管ネット 
ワークセンター 

電話 
FAX 
 

 
 

○○建設（株） 
現場事務所 

 
現場代理人氏名 
 
電話 
FAX 

横浜市水道局 
技術監理課 

電話 
FAX 
 

水 道 局        
お客さまサービスセンター 

土木事務所 
 

電話 
FAX 
 

○○建設（株） 
本社 

電話 
FAX 

発 注 者         
横浜市水道局 
○○工事課 

電話 
FAX 
 

緊 急 病 院        
 

電話 
FAX 
 

警 察 署        
 

電話 
FAX 
 

消 防 署        
 

電話 
FAX 
 

労働基準監督署  
 

電話 
FAX 
 

東京電力 
ホールディングス 

電話 
FAX 

ＮＴＴ東日本 
 

電話 
FAX 
 

水 道 局        
○○水道事務所 

電話 
FAX 
 

東 京 ガ ス        
ガスライト２４ 

電話 
FAX 

 
 

○○建設（株） 
現場事務所 

 
現場代理人氏名 
 
電話 
FAX 

横浜市水道局 
技術監理課 

電話 
FAX 
 

水 道 局        
お客さまサービスセンター 
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■新旧対照表 項目 第２編 水道工事書類作成要領 ８ 品質管理関係 頁 ２－38 
改定箇所 

現行（令和元年 10 月） 改定（令和２年１月） 

  

 

 

 

〇単位水量の項目を追

加 
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■新旧対照表 項目 
第２編 水道工事書類作成要領 ９ 建設副産物（建設発生土及びがれ

き類等）関係で必要な書類 
頁 ２－39 

改定箇所 

現行（令和元年 10 月） 改定（令和２年１月） 

９ 建設副産物（建設発生土及びがれき類等）関係で必要な

書類 

 

（１） 指定処分 

 ア 建設発生土 

 （ア）副申書 

 （イ）料金納入通知書・還付金領収書 

 （ウ）集計表（設計数量と搬入整理券の合計数量が確認できること。また、合併、継続工事等 

   は、全体の数量が確認できること。） 

 （エ）搬入整理券（半券） 

 （オ）土砂検定試験表（500m3以上） 

  ※運搬経路図は施工計画書に添付すること。 

 イ がれき類（As殻、Co殻、現場発生路盤材） 

 （ア）廃材搬入利用申込み書 

 （イ）集計表（設計数量と搬入整理券の合計数量が確認できること。また、合併、継続工事等 

   は、全体の数量が確認できること。） 

 （ウ）廃材検収伝票 

  ※運搬経路図は施工計画書に添付すること。 

 

（２） 確認処分 

 ア 建設発生土・産業廃棄物 

 （ア）確認処分届 

 （イ）搬出記録簿 

 （ウ）搬入証明書（受入先が発行した搬入整理券等） 

  ※運搬経路図は施工計画書に添付すること。 

 イ 搬出記録簿別添のとおり（参考） 

９ 建設副産物（建設発生土及びがれき類等）関係で必要な

書類 

 

（１） 指定処分 

 ア 建設発生土 

 （ア）副申書 

 （イ）料金納入通知書・還付金領収書 

 （ウ）集計表（設計数量と搬入整理券の合計数量が確認できること。また、合併、継続工事等 

   は、全体の数量が確認できること。） 

 （エ）搬入整理券（半券） 

 （オ）土砂検定試験表（500m3以上） 

  ※運搬経路図は施工計画書に添付すること。 

 イ がれき類（As殻、Co殻、現場発生路盤材） 

 （ア）廃材搬入利用申込み書 

 （イ）集計表（設計数量と搬入整理券の合計数量が確認できること。また、合併、継続工事等 

   は、全体の数量が確認できること。） 

 （ウ）廃材検収伝票 

  ※運搬経路図は施工計画書に添付すること。 

 

（２） 確認処分 

 ア 建設発生土・産業廃棄物 

 （ア）確認処分届 

 （イ）搬出記録簿 

 （ウ）搬入証明書（受入先が発行した搬入整理券等） 

  ※運搬経路図は施工計画書に添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇搬出記録簿の記載を

削除 
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■新旧対照表 項目 第５編 水道局特記仕様書 頁 ５－８ 
改定箇所 

現行（令和元年 10 月） 改定（令和２年１月） 

段階点検制度(仮設工等)に関する特記仕様書 
平成 8 年 4 月 1 日 

 
この工事は、水道局が定める段階点検制度(仮設工等)実施要領に基づき選定された工事である。 

請負人は、施工に当っては次によらなければならない。 
１ 水道局の段階点検を適用する工事の選定要件は、次のとおりである。 

（選定要件の内容は、現場説明書に明示する。） 
(1) 土留工及び締切り工で、掘削高さ６ｍ以上の場合。 
(2) 軟弱地盤による土留工及び締切り工で、掘削高さ４ｍ以上の場合。 
(3) 偏土圧を受ける土留工及び締切り工で、掘削高さ４ｍ以上の場合。 
(4) 仮設計画で、基準としている水面から床付深さ４ｍ以上の締切り工 
(5) 河川堤防と同等の機能を有する仮締切り工 
(6) 鉄道・河川・道路構造物等近接し、その構造物及び周辺地域に地盤変動等の影響が予想される土留

工及び締切り工 
(7) 一般交通を供用する大規模な土留工、路面覆工及び仮設橋等の仮設構造物 
(8) 橋長５０ｍ以上の橋梁の架設 
(9) その他局長が必要と認める工事 

２ 請負人は、段階点検制度対象工事において請負人の本・支店等の技術者、安全管理担当責任者により

工事の進捗に応じた段階ごとの点検を行わなければならない。 
３ 請負人は、段階点検制度対象工事について別表に示す工程の段階において点検し、その結果を書面

（「段階点検確認書」様式集参照）にまとめ監督員に提出しなければならない。 
４ 請負人は、段階点検確認書の書面の内容、書式について適用する工事の内容、規模等に応じて作成

し、あらかじめ監督員の承諾を得なければならない。 
５ 請負人は、施工中間段階及び撤去中間段階における点検の頻度について監督員と協議し承諾を得な

ければならない。 
６ 請負人は、段階点検確認書を監督員に２部提出し、１部を監督員の受取印を押印してもらい完成書類

として検査時に写しを提出しなければならない。 
別 表 

点検する仮設土留工の工程 点   検   の   内   容 

① 設計完了段階 

② 施工中間段階 

③ 施工完了段階 

④ 撤去中間段階 

・設計完了段階においては、現場条件と整合した設計条件

で、安全設計してあるか。 

・施工中間、完了、撤去中間等の段階においては、仮設計画書どお

りに実施しているか。 
 

段階点検制度(仮設工等)に関する特記仕様書 
平成 8 年 4 月 1 日 
令和２年１月 24 日 改正 

 
この工事は、水道局が定める段階点検制度(仮設工等)実施要領に基づき選定された工事である。 

請負人は、施工に当っては次によらなければならない。 
１ 水道局の段階点検を適用する工事の選定要件は、次のとおりである。 

（選定要件の内容は、工事仕様書に明示する。） 
(1) 土留工及び締切り工で、掘削高さ６ｍ以上の場合。 
(2) 軟弱地盤による土留工及び締切り工で、掘削高さ４ｍ以上の場合。 
(3) 偏土圧を受ける土留工及び締切り工で、掘削高さ４ｍ以上の場合。 
(4) 仮設計画で、基準としている水面から床付深さ４ｍ以上の締切り工 
(5) 河川堤防と同等の機能を有する仮締切り工 
(6) 鉄道・河川・道路構造物等近接し、その構造物及び周辺地域に地盤変動等の影響が予想される土留

工及び締切り工 
(7) 一般交通を供用する大規模な土留工、路面覆工及び仮設橋等の仮設構造物 
(8) 橋長５０ｍ以上の橋梁の架設 
(9) その他局長が必要と認める工事 
２ 請負人は、段階点検制度対象工事において請負人の本・支店等の技術者、安全管理担当責任者によ

り工事の進捗に応じた段階ごとの点検を行わなければならない。 
３ 請負人は、段階点検制度対象工事について別表に示す工程の段階において点検し、その結果を書面

（「段階点検確認書」様式集参照）にまとめ監督員に提出しなければならない。 
４ 請負人は、段階点検確認書の書面の内容、書式について適用する工事の内容、規模等に応じて作成

し、あらかじめ監督員の承諾を得なければならない。 
５ 請負人は、施工中間段階及び撤去中間段階における点検の頻度について監督員と協議し承諾を得な

ければならない。 
６ 請負人は、段階点検確認書を監督員に２部提出し、１部を監督員の受取印を押印してもらい完成書

類として検査時に写しを提出しなければならない。 
別 表 

点検する仮設土留工の工程 点   検   の   内   容 

⑤ 設計完了段階 

⑥ 施工中間段階 

⑦ 施工完了段階 

⑧ 撤去中間段階 

・設計完了段階においては、現場条件と整合した設計条件

で、安全設計してあるか。 

・施工中間、完了、撤去中間等の段階においては、仮設計画書どお

りに実施しているか。 
 

 

 

 

〇選定要件内容の明示

を「現場説明書」から

「工事仕様書」へ変更 
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■新旧対照表 項目 
第５編 水道局特記仕様書 配管材料調達に関する特記仕様書 

１ 口径 75mm 以上 
頁 ５－11 

改定箇所 

現行（令和元年 10 月） 改定（令和２年１月） 

配管材料調達に関する特記仕様書 
平成 12年 10月１日      

平成 30年４月１日 改正  
 

請負人が設計図書に記載された水道用材料を調達して施工する場合､横浜市水道局が指定したものを使

用しなければならない。 
なお､調達材料の規格等が設計図書等に明示されていない場合は､次の各規格を参考に監督員と協議し

て調達材料を決定する。 
また､（※）印の材料については､別表－１、２「工事用材料製作者登録一覧」の製品を使用すること。 

 
１ 口径７５㎜以上 
（１）配水管材料関係 

名称 呼径（㎜） 規格 形状 内面塗装 外面塗装 

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 

75～300 

JWWA G 113 

Ｋ形１種 

ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 

JWWA A 113 

水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ 

鋳鉄管合成 

樹脂塗料 

JWWA K 139 

400～2600 Ｋ形２種 

500～2600 Ｓ形１種（切管用） 

500～2600 Ｓ形２種 

800～2600 ＵＦ形 

800～2600 ＵＳ形２種 

300 ＰⅡ形１種 

400～1350 ＰⅡ形２種 

100～400 ＮＳ形１種 

300 JDPA G 

1046 

ＰN 形１種 

400～1500 ＰN 形２種 

500～1000 
JDPA G 

1042 
ＮＳ形Ｓ種 

100～400 JWWA G 

120 

JDPA G 

1049 

ＧＸ形１種 
JWWA G 120 

JDPA G 1049 
75～400 

ｴﾎﾟｷｼ樹脂 

粉体塗装 

JWWA G 

112 JWWA G 113 

ＮＳ形１種 
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ 

鋳鉄管合成 

樹脂塗料 

JWWA K 139 

75～300 Ｋ形１種 

400 Ｋ形２種 

300 ＰⅡ形１種 

400 ＰⅡ形２種 
 

配管材料調達に関する特記仕様書 
平成 12年 10月１日      

   令和２年１月 24日 改正  

 

請負人が設計図書に記載された水道用材料を調達して施工する場合､横浜市水道局が指定したものを

使用しなければならない。 
なお､調達材料の規格等が設計図書等に明示されていない場合は､次の各規格を参考に監督員と協議し

て調達材料を決定する。 
また､（※）印の材料については､別表－１、２「工事用材料製作者登録一覧」の製品を使用すること。 

 
１ 口径７５㎜以上 
（１）配水管材料関係 

名称 呼径（㎜） 規格 形状 内面塗装 外面塗装 

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 

75～300 

JWWA G 113 

Ｋ形１種 

ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 

JWWA A 113 

水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ 

鋳鉄管合成 

樹脂塗料 

JWWA K 139 

400～2600 Ｋ形２種 

500～2600 Ｓ形１種（切管用） 

500～2600 Ｓ形２種 

800～2600 ＵＦ形 

800～2600 ＵＳ形２種 

300 ＰⅡ形１種 

400～1350 ＰⅡ形２種 

100～400 ＮＳ形１種 

300 JDPA G 

1046 

ＰN 形１種 

400～1500 ＰN 形２種 

500～1000 
JDPA G 

1042 
ＮＳ形Ｓ種 

100～400 JWWA G 

120 

JDPA G 

1049 

ＧＸ形１種 

JWWA G 120 

JWWA G 121 

JWWA B 120 

JDPA G 1049 
75～400 

ｴﾎﾟｷｼ樹脂 

粉体塗装 

JWWA G 

112 JWWA G 113 

ＮＳ形１種 
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ 

鋳鉄管合成 

樹脂塗料 

JWWA K 139 

75～300 Ｋ形１種 

400 Ｋ形２種 

300 ＰⅡ形１種 

400 ＰⅡ形２種 
 

 

 

 

〇GX 形の外面塗装規格

を追加 
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■新旧対照表 項目 
第５編 水道局特記仕様書 配管材料調達に関する特記仕様書 

１ 口径 75mm 以上 
頁 ５－12 

改定箇所 

現行（令和元年 10 月） 改定（令和２年１月） 

１ 口径７５mm 以上 
（２）接合部品等 

名称 規格 
呼径 

（㎜

 

形式 
接合部品名 

備考 
Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類 Ⅳ類 

水道用 

ﾀﾞｸﾀｲﾙ 

鋳鉄管用 

接合部品 

JWWA 

G 113 

JWWA 

G 114 

75 

以上 
Ｋ形 押輪 Ｔ頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ ｺﾞﾑ輪   

300 

以上 
ＫＦ形 押輪､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ 

Ｔ頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯ

ﾄ､ｼｰﾙｷｬｯﾌﾟ､ｾ

ｯﾄﾎﾞﾙﾄ 

ｺﾞﾑ輪､ｼｰﾙﾘﾝ

ｸﾞ  

Ｔ頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ JIS G 

4303 の SUS304､ｼｰﾙｷｬｯ

ﾌ ﾟ JWWA G 114 の

  

 

500～ 

2600 
Ｓ形 

押輪､割輪､ﾛｯ

ｸﾘﾝｸﾞ､切管用

挿し口ﾘﾝｸﾞ 

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ 

結合ﾋﾟｰｽ 

ｺﾞﾑ輪、ﾊﾞｯｸｱｯ

ﾌﾟﾘﾝｸﾞ 
 

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ JIS G 4303の

SUS304､ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ JIS G 

4303 の SUS304､ｺﾞﾑ輪

SBR 

300～ 

1350 
ＰⅡ形 押輪､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ ﾎﾞﾙﾄ･ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ ｺﾞﾑ輪  

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ JIS G 4303の

SUS304､ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ JIS G 

 

75 

以上 
ﾌﾗﾝｼﾞ形  六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ ｶﾞｽｹｯﾄ  

六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ JIS G 

4303 の SUS304､ｶﾞｽｹｯﾄ

 

75～ 

400 
ＮＳ形 

押輪､屈曲防

止ﾘﾝｸﾞ､ﾗｲﾅ､ﾛ

ｯｸﾘﾝｸﾞ､切管

 

Ｔ頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯ

ﾄ､ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ 

ｺﾞﾑ輪､ﾛｯｸﾘﾝ

ｸﾞ心出し用ｺﾞ

ﾑ､ﾗｲﾅ心出し

 

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝ

ｸﾞ 

Ｔ頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ JIS G 

4303 の SUS304､ｺﾞﾑ輪

SBR､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞ

  

 

JDPA G 

1042 

500～ 

1000 

押輪､ﾗｲﾅ､ﾛｯｸ

ﾘﾝｸﾞ､切管用

 

Ｔ頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ ｺﾞﾑ輪 
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝ

ｸﾞ、ﾗｲﾅ心出

 

Ｔ頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ JIS G 

4303 の SUS304､ｺﾞﾑ輪

 
JDPA G 

1046 

300～ 

1500 
ＰＮ形 押輪､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ ﾎﾞﾙﾄ･ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ ｺﾞﾑ輪 ｺﾞﾑｽﾎﾟﾝｼﾞ 

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ JIS G 4303の

SUS304､ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ JIS G 

4303 の SUS304､ｺﾞﾑ輪

 

JWWA G 

120 

JDPA G 

 

75～ 

400 
ＧＸ形 

押輪､ﾗｲﾅ､ﾛｯｸ

ﾘﾝｸﾞ､切管用

挿し口ﾘﾝｸ､ 

 

Ｔ頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯ

ﾄ､ 

六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 

ｺ ﾞ ﾑ輪 (直管

用）､ 

ｺﾞﾑ輪(異形管

 

ﾛ ｯ ｸ ﾘ ﾝ ｸ ﾞ ﾎ ﾙ

ﾀﾞ､ 

ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ 

六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ JIS G 

5527 の付属書､JWWA G 

113.114 の付属書 A､又

 

 

   

水道用 

ﾀﾞｸﾀｲﾙ 

鋳鉄管用 

離脱防止 

 

製品 

指定 

75 

以上 
Ｋ形      

75～ 

400 
ＮＳ形      

 

 

１ 口径７５mm 以上 
（２）接合部品等 

名称 規格 
呼径 

（㎜

 

形式 
接合部品名 

備考 
Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類 Ⅳ類 

水道用 

ﾀﾞｸﾀｲﾙ 

鋳鉄管用 

接合部品 

JWWA 

G 113 

JWWA 

G 114 

75 

以上 
Ｋ形 押輪 Ｔ頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ ｺﾞﾑ輪   

500～ 

2600 
Ｓ形 

押輪､割輪､ﾛｯ

ｸﾘﾝｸﾞ､切管用

挿し口ﾘﾝｸﾞ 

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ 

結合ﾋﾟｰｽ 

ｺﾞﾑ輪、ﾊﾞｯｸｱｯ

ﾌﾟﾘﾝｸﾞ 
 

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ JIS G 4303の

SUS304､ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ JIS G 

4303 の SUS304､ｺﾞﾑ輪

SBR 

300～ 

1350 
ＰⅡ形 押輪､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ ﾎﾞﾙﾄ･ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ ｺﾞﾑ輪  

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ JIS G 4303の

SUS304､ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ JIS G 

 

75 

以上 
ﾌﾗﾝｼﾞ形  六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ ｶﾞｽｹｯﾄ  

六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ JIS G 

4303 の SUS304､ｶﾞｽｹｯﾄ

 

75～ 

400 
ＮＳ形 

押輪､屈曲防

止ﾘﾝｸﾞ､ﾗｲﾅ､ﾛ

ｯｸﾘﾝｸﾞ､切管

 

Ｔ頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯ

ﾄ､ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ 

ｺﾞﾑ輪､ﾛｯｸﾘﾝ

ｸﾞ心出し用ｺﾞ

ﾑ､ﾗｲﾅ心出し

 

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝ

ｸﾞ 

Ｔ頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ JIS G 

4303 の SUS304､ｺﾞﾑ輪

SBR､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞ

  

 

JDPA G 

1042 

500～ 

1000 

押輪､ﾗｲﾅ､ﾛｯｸ

ﾘﾝｸﾞ､切管用

 

Ｔ頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ ｺﾞﾑ輪 
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝ

ｸﾞ、ﾗｲﾅ心出

 

Ｔ頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ JIS G 

4303 の SUS304､ｺﾞﾑ輪

 
JDPA G 

1046 

300～ 

1500 
ＰＮ形 押輪､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ ﾎﾞﾙﾄ･ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ ｺﾞﾑ輪 ｺﾞﾑｽﾎﾟﾝｼﾞ 

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ JIS G 4303の

SUS304､ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ JIS G 

4303 の SUS304､ｺﾞﾑ輪

 

JWWA G 

120 

JDPA G 

 

75～ 

400 
ＧＸ形 

押輪､ﾗｲﾅ､ﾛｯｸ

ﾘﾝｸﾞ､切管用

挿し口ﾘﾝｸ､ 

 

Ｔ頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯ

ﾄ､ 

六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 

ｺ ﾞ ﾑ輪 (直管

用）､ 

ｺﾞﾑ輪(異形管

 

ﾛ ｯ ｸ ﾘ ﾝ ｸ ﾞ ﾎ ﾙ

ﾀﾞ､ 

ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ 

六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ JIS G 

5527 の付属書､JWWA G 

113.114 の付属書 A､又

 

 

   

水道用 

ﾀﾞｸﾀｲﾙ 

鋳鉄管用 

離脱防止 

 

製品 

指定 

75 

以上 
Ｋ形      

75～ 

400 
ＮＳ形      

 

 

〇接合方式の KF形の規

格廃止のため削除 
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■新旧対照表 項目 
第５編 水道局特記仕様書 配管材料調達に関する特記仕様書 

１ 口径 75mm 以上 及び ２ 口径 50mm以下 
頁 ５－14 

改定箇所 

現行（令和元年 10 月） 改定（令和２年１月） 

 

 

 

 

 

２ 口径５０㎜以下 
（１）配水管材料 

名称 呼径（㎜） 規格 形状 内面塗装 外面塗装 

ダクタイル鋳鉄管 

（一部※） 
50 

JDPA G 

1052 
S50 形 S 種 

ｴﾎﾟｷｼ樹脂 

粉体塗装 

JWWA G 112 

JDPA G 1052 

 
 

１ 口径７５mm 以上 
（５）その他 

名称 規格 材質 

ポリエチレンスリーブ JWWA K 158 ポリエチレンフィルム 

 
２ 口径５０mm以下 
（１）配水管材料 

名称 呼径（㎜） 規格 形状 内面塗装 外面塗装 

ダクタイル鋳鉄管 

（一部※） 
50 

JDPA G 

1052 
S50 形 S 種 

ｴﾎﾟｷｼ樹脂 

粉体塗装 

JWWA G 112 

JDPA G 1052 

JWWA G 120 

JWWA G 121 

 
 

 

〇ポリエチレンスリー

ブの規格を追加 

 

 

 

 

○S50 の外面塗装規格

を追加 
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■新旧対照表 項目 
第５編 水道局特記仕様書 配管材料調達に関する特記仕様書 

２ 口径 50mm 以下 及び ３ 共通 
頁 ５－17 

改定箇所 

現行（令和元年 10 月） 改定（令和２年１月） 

２ 口径 50mm 以下 
（５）その他 

名称 規格 材質 

水道管明示テープ（※） 横浜市仕様 ポリエチレンクロステープ 

水道管埋設明示シート（※） 横浜市仕様 ポリエチレン 

ポリエチレンスリーブ（粘着テープ） JWWA K 158 ポリエチレンフィルム 

口径 50mm 以下用ポリエチレンスリーブ JWWA K 158 準拠品 ポリエチレンフィルム 

水道用硬質塩化ビニル管の接着剤 JWWA S 101  
 

２ 口径５０mm 以下 
（５）その他 

名称 規格 材質 

口径 50mm 以下用ポリエチレンスリーブ JWWA K 158 準拠品 ポリエチレンフィルム 

水道用硬質塩化ビニル管の接着剤 JWWA S 101  

 
３ 共通 

名称 規格 材質 

水道管明示テープ（※） 横浜市仕様 ポリエチレンクロステープ 

水道管埋設明示シート（※） 横浜市仕様 ポリエチレン 

防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ JIS Z 1901 ポリ塩化ビニル 

 
 

〇「水道管明示テープ」

「水道管埋設明示シー

ト」を共通事項に変更 

 

○「防食用ポリ塩化ビ

ニル粘着テープ」を共

通事項に追加 
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■新旧対照表 項目 第５編 水道局特記仕様書  頁 ５－40 
改定箇所 

現行（令和元年 10 月） 改定（令和２年１月） 

ポリエチレンスリーブ施工に関する特記仕様書 
平成 20 年２月 22 日 

 
請負人は、ポリエチレンスリーブの施工に当っては、次頁の施工方法によるほか次によらなければな

らない。 
なお、これらによりがたい場合は、監督員と協議し指示を得ること。 

 
１ 仮設管には、ポリエチレンスリーブを施工しない。 

なお、仮設管にポリエチレンスリーブを施工する場合は別途監督員が指示する。 
 
２ 請負人がポリエチレンスリーブを調達する場合は、仕様等を必ず確認すること。 
 
３ その他の仕様は、水道工事標準仕様書による。 
 
４ 工業用水道工事に用いるポリエチレンスリーブは文字のない無地のものとする。 
 

ポリエチレンスリーブ施工に関する特記仕様書 
平成 20 年２月 22 日 
令和２年１月 24 日 改正 

 
請負人は、ポリエチレンスリーブの施工に当っては、次頁の施工方法によるほか次によらなければな

らない。 
なお、これらによりがたい場合は、監督員と協議し指示を得ること。 

 
１ 仮設管には、ポリエチレンスリーブを施工しない。 

なお、仮設管にポリエチレンスリーブを施工する場合は別途監督員が指示する。 
 
２ 請負人がポリエチレンスリーブを調達する場合は、仕様等を必ず確認すること。 
 
３ その他の仕様は、水道工事標準仕様書による。 
 
４ 工業用水道工事に用いるポリエチレンスリーブは文字のない無地のものとする。 
 
５ 防護コンクリートを打設する部分については、ポリエチレンスリーブを装着しない。この時、ポリ

エチレンスリーブ末端の防護コンクリートとの境目については、管が直接土壌と接触するのを防止す

るため、図１、図２に示すようにポリエチレンスリーブの端をコンクリートの中に入れるように施工

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇防護コンクリート打

設部のポリスリーブ施

工の記載について追加 
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■新旧対照表 項目 第５編 水道局特記仕様書 「給水台帳（出来形図）」作成の標準 頁 ５－61 
改定箇所 

現行（令和元年 10 月） 改定（令和２年１月） 

カ 官民境界の表現 
官民境界は「一点鎖線」で表記し、既設管接続位置の箇所は工事場所に併せて“☑”にて表現す

る。接続位置が宅地内ならば宅地内方向に「一点鎖線」から矢印を表記し「宅地内」と記入する。

私道の場合も同様とし「私道内」と記入する。歩道の表記も同様とし「一点鎖線」で表現する。 
キ 取付替番号と水栓番号及び公設管、私有管番号の記入 

原則として、設計図書に準ずること。「給水台帳」取付替№欄に記載する。 
ク 取付替位置オフセットの表記 
(ァ) 本管取付替位置をＤＰ（取付替位置の本管天端深さ）、ＯＰ（取付替位置から既設管接続位置

に向かっての官民境界又は、民民境界までの最短距離）を記入する。（接続する既設管占用位

置が公道内のみの場合は未記入） 
(ィ) 取付替配管図内（ ｍ）の表記については、官民境界又は、民民境界を基準に道路部、また

は宅地部にて既設管と接続した位置の最短距離を記入する。歩道がある場合も同様とする。 
(3) 共通項目 

共通項目は工事箇所ごとに表記する。また、“☑”を伴う箇所も同様に表記する。 
公設管、私有管番号が付いている管路の取付替工事を行った場合は、管路番号を表記する。 
給水分岐短管を使用した場合は、それが分かるよう表記する。 

カ 官民境界の表現 
官民境界は「一点鎖線」で表記し、既設管接続位置の箇所は工事場所に併せて“☑”にて表現す

る。接続位置が宅地内ならば宅地内方向に「一点鎖線」から矢印を表記し「宅地内」と記入する。

私道の場合も同様とし「私道内」と記入する。歩道の表記も同様とし「一点鎖線」で表現する。 
キ 取付替番号と水栓番号及び公設管、私有管番号の記入 

原則として、設計図書に準ずること。「給水台帳（出来形図）作成例」のとおり各欄に記入する。 
ク 取付替位置オフセットの表記 
(ァ) 本管取付替位置をＤＰ（取付替位置の本管天端深さ）、ＯＰ（取付替位置から既設管接続位

置に向かっての官民境界又は、民民境界までの最短距離）を記入する。（接続する既設管占用

位置が公道内のみの場合は未記入） 
(ィ) 取付替配管図内（ ｍ）の表記については、官民境界又は、民民境界を基準に道路部、また

は宅地部にて既設管と接続した位置の最短距離を記入する。歩道がある場合も同様とする。 
(3) 共通項目 

共通項目は工事箇所ごとに表記する。また、“☑”を伴う箇所も同様に表記する。 
公設管、私有管番号が付いている管路の取付替工事を行った場合は、管路番号を表記する。 

    給水分岐短管を使用した場合は、それが分かるよう表記する。 

 

 

 

〇給水台帳作成におけ

る取付替番号等の記入

方法について変更 
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■新旧対照表 項目 第５編 水道局特記仕様書  頁 ５－93 
改定箇所 

現行（令和元年 10 月） 改定（令和２年１月） 

電子納品に関する特記仕様書 

 

平成２３年 10月１日 

 

 

１ 本工事は、電子納品の対象工事とする。電子納品とは、工事の完成図書などの最終成果品を「工事完

成図書の電子納品等要領［土木編］」（以下、「要領」という。）に基づいて作成した電子成果品を納品す

ることをいう。 

 

２ 電子納品の事前協議・運用にあたっては、「電子納品等運用ガイドライン［土木工事編］」（以下、「ガ

イドライン」という。）及び「電子納品運用手順書（案）［工事編］」（以下、「手順書」という。）を参考

にする。 

「要領」及び「ガイドライン」並びに「手順書」は、横浜市財政局の下記ウェブページを参照する。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/zaisei/kokyo/sekkei-

sekoh/cals_ec/yokohamadensi.html 

 

３ 電子成果品は、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）で正副各１部提出する。 

 

４ 電子成果品は、「横浜市電子納品チェッカー」によるチェックを行い、エラーがないことを確認した

後、ウイルス対策を実施したうえで提出する。 

 「横浜市電子納品チェッカー」は、横浜市財政局の下記ウェブページからダウンロードして使用す

る。 

http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/org/kokyo/cals/checker.html 

 

５ 電子納品の対象範囲及び紙による成果品の提出部数については、監督員との事前協議により決定す

る。 

 

電子納品に関する特記仕様書 

 

平成２３年 10月１日 

令和２年１月 24日 改正 

 

 

１ 本工事は、電子納品の対象工事とする。電子納品とは、工事の完成図書などの最終成果品を「工事

完成図書の電子納品等要領［土木編］」（以下、「要領」という。）に基づいて作成した電子成果品を納

品することをいう。 

 

２ 電子納品の事前協議・運用にあたっては、「電子納品等運用ガイドライン［土木工事編］」（以下、「ガ

イドライン」という。）及び「電子納品運用手順書［工事編］」（以下、「手順書」という。）を参考にす

る。 

「要領」及び「ガイドライン」並びに「手順書」は、横浜市財政局の下記ウェブページを参照する。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/zaisei/kokyo/sekkei-

sekoh/cals_ec/yokohamadensi.html 

 

３ 電子成果品は、電子媒体（ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ）で正副各１部提出する。 

  ※ＢＤ－Ｒを使用する場合は監督員と協議すること。 

 

４ 電子成果品は、「横浜市電子納品チェッカー」によるチェックを行い、エラーがないことを確認した

後、ウイルス対策を実施したうえで提出する。 

 「横浜市電子納品チェッカー」は、横浜市財政局の下記ウェブページからダウンロードして使用す

る。 

http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/org/kokyo/cals/checker.html 

 

５ 電子納品の対象範囲及び紙による成果品の提出部数については、監督員との事前協議により決定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇（案）の削除 

 

 

 

 

 

○電子媒体の追加 

 

  

http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/org/kokyo/cals/checker.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/org/kokyo/cals/checker.html
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■新旧対照表 項目 第５編 水道局特記仕様書  頁  
改定箇所 

現行（令和元年 10 月） 改定（令和２年１月） 

 

口径７５ｍｍダクタイル鋳鉄管使用に関する特記仕様書 

 

平成１８年７月１９日      

  平成２６年１月 ６日 改正 

 

 

 

 

１ 仕様書の適用 

 この仕様書は、請負人が口径７５ｍｍダクタイル鋳鉄管を調達し施工する水道工事に適用する。 

 

２ 口径７５ｍｍダクタイル鋳鉄管の規格及び仕様等 

 口径７５ｍｍダクタイル鋳鉄管はＮＳ形１種（ＪＷＷＡ Ｇ １１３）もしくはＧＸ形１種（ＪＷＷＡ Ｇ 

１２０、ＪＤＰＡ Ｇ １０４９）とし、外面塗装は、水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料（ＪＷＷＡ Ｋ 

１３９）、内面塗装はエポキシ樹脂粉体塗装（ＪＷＷＡ Ｇ １１２）を使用すること。 

 

３ ポリエチレンスリーブの規格及び仕様等 

 ポリエチレンスリーブは（ＪＷＷＡ Ｋ １５８）の粉体塗装用スリーブを使用すること。 

 

  

 

 〇「口径 75mm ダクタイ

ル鋳鉄管使用に関する

特記仕様書」の削除 
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■新旧対照表 項目 第５編 水道局特記仕様書  頁 ５－101 
改定箇所 

現行（令和元年 10 月） 改定（令和２年１月） 

GX 形ダクタイル鋳鉄管を使用した工事に関する特記仕様書 
 

平成 27年７月１日      

平成 30年１月１日 改正 

１ 適用 

 本仕様書は、横浜市水道局が発注する配水管更新工事等においてＧX 形ダクタイル鋳鉄管（以下、GX 形と

いう。）を使用する工事に適用する。 

 請負人は GX 形の施工に先立ち、本仕様書に記載の無い事柄については「横浜市水道局設計標準図」「水道

工事標準仕様書」「水道工事施工要領」を尊守しなければならない。 

また、日本ダクタイル鉄管協会のホームページで閲覧可能な接合ビデオ（GX 形）を閲覧したうえで、同協

会の下記技術資料を把握しなければならない。 

日本ダクタイル鉄管協会技術資料 （http://www.jdpa.gr.jp/download.html#gizyutu） 

（１）GX 形ダクタイル鉄管            JDPA T 56 

（２）GX 形ダクタイル鉄管管路の設計       JDPA T 57 

（３）GX 形ダクタイル鉄管寸法表 

（４）GX 形ダクタイル鉄管 接合要領書      JDPA W 16 

            

２ 採用の口径別管種 

 設計図書に記載された GX 形の口径別の管種は下記表による。 

名称 呼径（㎜） 規格 形状 内面塗装 外面塗装 

GX 形 

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 

（直 管） 

75～400 
JDPA G 1049 

JWWA G 120 

GX 形 

（１種） 

ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装

JWWA G 112 

 

 JDPA G 1049 

JWWA G 120、

121 

GX 形 

ﾀ ﾞ ｸ ﾀ ｲ ﾙ鋳鉄管

（異形管） 

75～400 
JDPA G 1049 

JWWA G 121 
GX 形 

GX 形 

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 

（直 管） 

100～300 
JDPA G 1049 

JWWA G 120 

GX 形 

（１種） 

ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 

JWWAA 113 

 

３ ポリエチレンスリーブの規格及び表示 

規   格  ：JWWAK158 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 

スリーブの表示：直管の内面塗装がエポキシ樹脂粉体塗装の場合は「粉体塗装管」と表示し、それ以外の内

面塗覆装は塗覆装の表示のみ省略する。 

  呼径（㎜） 直管の内面塗装 ポリエチレンスリーブの表示 

φ75～400 ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 塗覆装の表示「粉体塗装管」 

φ100~400 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ （塗覆装の表示を省略） 

GX 形ダクタイル鋳鉄管を使用した工事に関する特記仕様書 
 

平成 27年７月１日      

令和２年１月 24日 改正 

１ 適用 

 本仕様書は、横浜市水道局が発注する配水管更新工事等においてＧX 形ダクタイル鋳鉄管（以下、GX 形と

いう。）を使用する工事に適用する。 

 

２ 切管時の接合方式  

（１）φ75～φ300 

GX 形の直管を、切管したため挿し口突部がない場合の接合方式は、直管受口部は「挿し口加工」とし異

形管受口部は「G-Link」を使用する。【直管受口凡例】 

 
 
 
 
 
 
 
【異形管受口凡例】 
 
 
 
 
 
 
 
（２）φ400～ 

GX 形の直管を、切管したため挿し口突部がない場合の接合方式は、「挿し口加工」とする。 

 

３ 仕切弁部 

  仕切弁はφ75～300 は、ソフトシール仕切弁（両受け式）とし、φ400 は、充水機能付バタフライ弁（両

受け式）とする。 

  

 

 

〇「水道工事標準仕様

書」「材料調達に関する

特記仕様書」等に重複

している箇所の削除 

直管挿し口（挿し口加工） 

ライナ 
直管挿し口（挿し口加工） 

工場塗装白線（2 本） 

G-Link 

直管挿し口（挿し口突部なし） 

http://www.jdpa.gr.jp/download.html#gizyutu
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４ 切管時の接合方式  

（１）φ75～φ300 

GX 形の直管を、切管したため挿し口突部がない場合の接合方式は、直管受口部は「挿し口加工」とし異

形管受口部は「G-Link」を使用する。【直管受口凡例】 

 
 
 
 
 
 
 
【異形管受口凡例】 
 
 
 
 
 
 
 
（２）φ400～ 

GX 形の直管を、切管したため挿し口突部がない場合の接合方式は、「挿し口加工」とする。 

 

５ 仕切弁部 

  仕切弁はφ75～300 は、ソフトシール仕切弁（両受け式）とし、φ400 は、充水機能付バタフライ弁（両

受け式）とする。 

  
６ 設計積算について 

GX 形（φ75～300）の布設に関する設計積算については原則として標準（配水）代価を適用とする。 

標準（配水）代価の詳しい内訳や施工概要フロー等については、横浜市市民情報センターにて「配水代価

根拠集」を参照すること。 

 

７ 管の接合等、品質管理基準について 

 GX 形の接合に従事する配管工については「水道工事標準仕様書」1－3－9 による。 

 

 

 

 

 

 

 

直管挿し口（挿し口加工） 

ライナ 
直管挿し口（挿し口加工） 

工場塗装白線（2 本） 

G-Link 

直管挿し口（挿し口突部なし） 
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（ 参考資料： 既設管との接続例 ） 

φ75～φ300 

 

（例 1: 既設管→新設 GX 形） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（例 2: 既設管→新設 GX 形（異形管）） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
（例 3: 既設管→新設 GX 形（異形管）） 

 
 
 
 
 
 
 

 

※ 実際の接続方法の決定は、関係技術資料をもとに工事発注課と協議すること。 

 

 

  

GX 形継ぎ輪または GX 形両受短

新設 GX 形 

G-Link 

・新設 GX 形に挿し口突部がある場合＝異形管接合セット 

・新設 GX 形に挿し口突部があり、なおかつ一体化拘束長の範囲内の場合＝G-Link 

・新設 GX 形を切り管し挿し口突部がない場合＝G-Link 

既設管 

既設（直管）切断 

GX 形両受短管 

 

既設管 
新設 GX 形 

異形管 

G-Link 異形管接合セット 

既設（直管）切断 

既設管 

新設 GX 形 

異形管 

G-Link 

既設（直管）切断 
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■新旧対照表 項目 第５編 水道局特記仕様書  頁  
改定箇所 

現行（令和元年 10 月） 改定（令和２年１月） 

S50 形ダクタイル鋳鉄管を使用した工事に関する特記仕様書 
 
 

平成 27 年１月 29 日 
 

１ 適用 

 本仕様書は、横浜市水道局が発注する配水管更新工事等において S50 形ダクタイル鋳鉄管（以下、S50 形管

という。）を使用する工事に適用する。 

 請負人は S50 形管の施工に先立ち、本仕様書に記載の無い事柄については「横浜市水道局設計標準図」「水

道工事標準仕様書」「水道工事施工要領」を遵守しなければならない。 

また、日本ダクタイル鉄管協会のホームページで閲覧可能な下記技術資料を把握しなければならない。 

日本ダクタイル鉄管協会技術資料 （http://www.jdpa.gr.jp/download.html#gizyutu） 

（１）S50 形ダクタイル鉄管            JDPA T 58 

（２）S50 形ダクタイル鉄管管路の設計       JDPA T 59 

（３）S50 形ダクタイル鉄管 接合要領書      JDPA W 18 

 

２ 採用管種 

 設計図書に記載された S50 形の管種は下記表による。 

名称 呼径（㎜） 規格 形状 内面塗装 外面塗装 

S50 形 

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 
50 JDPA G 1052 

S50 形 

（S 種） 

ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装

JWWA G 112 
JDPA G 1052 

 

３ ポリエチレンスリーブの規格 

「JDPA G 1052 S50 形ダクタイル鋳鉄管 附属書 D」による。 

 

４ 仕切弁部 

 仕切弁はソフトシール仕切弁（片受け式）とする。 

  
５ 管の接合等、品質管理基準について 

 S50 形の接合に従事する配管工については「水道工事標準仕様書」1－3－9 による。 

 

  

 

 

〇「S50形ダクタイル鋳

鉄管を使用した工事に

関する特記仕様書」の

削除 

 

  

http://www.jdpa.gr.jp/download.html#gizyutu
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■新旧対照表 項目 第５編 水道局特記仕様書  頁 ５－116 
改定箇所 

現行（令和元年 10 月） 改定（令和２年１月） 

 不断水切替弁を使用した工事に関する特記仕様書 
平成 27 年２ 月９日 

横浜市水道局 
 

１ 適用 
本仕様書は、横浜市水道局が発注する配水管布設替工事等において、既設管に不断水切替弁を使用す

る工事に適用する。 
なお、本仕様書に記載のない事項については「横浜市水道局設計標準図」「水道工事標準仕様書」「水

道工事施工要領」による。 
 

２ 不断水切替弁の材料調達について 
不断水切替弁の材料調達については、横浜市水道局の指定する別紙の「不断水切替弁・新設切替弁製

作仕様書」による。 
 

３ 不断水切替弁に関する施工について 
  施工についての基本事項は、「水道工事標準仕様書」の 1-3-25 不断水連絡工事を準拠するとともに、

次によらなければならない。 
（１） 不断水切替弁設置箇所は、監督員の立会い及び不断水切替弁製作会社の技術者の立会いの上、

試掘により設置対象既設管、他企業埋設管の状況確認を行い定めること。 
（２） 不断水切替弁設置工事は、不断水切替弁製作会社により施工すること。 
（３） 不断水切替弁の掘削標準図については、横浜市水道局設計標準図による。 

 
４ 不断水切替弁の配管記号について 

不断水切替弁の配管記号については、次のとおりとする。 
 

〇「不断水切替弁を使

用した工事に関する特

記仕様書」の追加 
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１．設計時の記載例 
 
（１） 平面図 （２） 配管図※ 
① 不断水切替弁（流路ガイド・防食体あり） ① 不断水切替弁（流路ガイド・防食体あり） 

② 不断水切替弁（弁体残置） ① 不断水切替弁（弁体残置） 

③ 新設切替弁 ③ 新設切替弁 

 
※配管図については、必要に応じて使用してください。 

不断水切替弁φ150×φ150 
（弁体撤去、流路ガイド・防食体有） 
 
 
 

不断水連絡 φ150×φ150 不断水切替弁 φ150×φ150 

不断水切替弁φ150×φ150 
 
 
 

不断水連絡 φ150×φ150 

新設切替弁設置 φ150×φ150 新設切替弁 φ150×φ150 

不断水切替弁 φ150×φ150 

２．竣工時の記載例 
 
（１）平面図 （２）配管図 
① 不断水切替弁（流路ガイド・防食体あり） ① 不断水切替弁（流路ガイド・防食体あり） 

② 不断水切替弁（弁体残置） ② 不断水切替弁（弁体残置） 

③ 新設切替弁 ③ 新設切替弁 

 

 

 

流路ガイド・防食体 φ150×φ150 
 

不断水切替弁 φ150×φ150 

新設切替弁 φ150×φ150 

 

 

流路ガイド・防食体 φ150×φ150 
 

不断水切替弁 φ150×φ150 

新設切替弁 φ150×φ150 
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別紙 

不断水切替弁・新設切替弁製作仕様書 

 

１ 適用範囲 

本仕様書は、横浜市水道局が発注する工事で使用する不断水切替弁・新設切替弁の製作に適用す

る。 

 

２ 製作図等 

  承認図の内容をsxf fileにし、CD-R １枚に保存したものを発注担当課へ提出し、本市の承認を得

ること。 

   

３ 検査 

  検査にあたっては、水道法第５条第４項に基づく、水道施設の技術的基準を定める省令(厚生労働

省令）に規定する資機材等の浸出基準、及び機械的性能等について、社団法人 日本水道協会が定め

る水道用品検査規程、検査通則及び検査施行要領により、実施するものとし、製造者の受検証明書を

発注担当課へ提出しなければならない。 

なお、これら検査は、社団法人 日本水道協会に依頼し、実施するとともに、検査に要する費用等

については、すべて製作者が負担するものとする。 

 

４ 規格 

 この仕様書により製作する不断水切替弁及び新設切替弁は下記規格に準拠すること。これらの規格

は、その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JWWA Ｇ 112 水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装 

JWWA Ｇ 114 水道用ダクタイル鋳鉄異形管 

JWWA Ｋ 139 水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料 

JDPA Ｚ 2004 ダクタイル鋳鉄管類の表示 

JIS G 4303 ステンレス鋼棒（SUS304又はSUS403） 

JIS  G 5502 球状黒鉛鋳鉄品（FCD450-10） 

 

５ 定義 

この仕様書で用いる主な用語の定義は次による。 

（１） 不断水切替弁・・・不断水にて管路に設置可能な三方弁 

（２） 弁体・・・・・・・３方向に通水する機能を有する弁体 

（３） 内弁箱・・・・・・弁体を収納するため箱 

（４） 内弁箱用ふた・・・弁体を内弁箱に固定するふた 

（５） Ｔ字管用ふた・・・内弁箱を割Ｔ字管に固定するふた 

（６） 離脱防止金具・・・割Ｔ字管の両端に設置し、割Ｔ字管と管を固定する金具 

（７） 分岐短管（挿し口曲管45°・Ｋ形受口） 

・・・割Ｔ字管に挟み込み、分岐配管と接合する短管 

（８） 減速機・・・・・・弁体切替え操作に使用する操作機 
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（９） 流路ガイド・・・・流体抵抗の少ない流路を確保するもの 

（10） 防食体・・・・・・通水状態を確保しながら管切断面を防食するもの 

（11）新設切替弁 ・・・・耐震管に接合可能な三方弁 

 

６ 仕様・構造・性能 

【不断水切替弁】 
（１） 仕様 
   １）割Ｔ字管 

材質：JIS G 5502 球状黒鉛鋳鉄品（FCD450-10） 
塗装：外面 JWWA K 139 合成樹脂塗料 

内面 JWWA G 112 水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装 
２）弁体 
材質：JIS G 5502 球状黒鉛鋳鉄品（FCD450-10） 
塗装：ゴムライニング（SBR） 

３）弁棒 
材質：JIS G 4303 ステンレス鋼棒（SUS304 又は SUS403） 
塗装：無塗装 

４）流路ガイド 
材質：JIS G 5502 球状黒鉛鋳鉄品（FCD450-10） 
塗装：JWWA G 112 エポキシ樹脂粉体塗装 

５）防食体 
材質：合成ゴム（SBR） 

（２）構造 
１）分岐短管に設置している突起を割Ｔ字管にて挟み込み、離脱防止性能を有する。 
２）分岐短管の凸部と割Ｔ字管の凹部を嵌め合い、調芯する。 
３）割Ｔ字管の上片に設置された金具等で内弁箱の着脱が不断水で行える。 
４）割Ｔ字管には、捻回防止用として押ネジを設置している。 
５）防食体は、流路ガイドにより拡張し設置する。 

（３）性能 
１）三方向に通水する機能（三方向同時通水を含む）を有し、不断水にて管路に設置可能な切替弁。 
２）分岐側、管軸方向とも３ＤｋＮの離脱防止性能を有する。 

【新設切替弁】 
（１） 仕様 

１）Ｔ字管 
材質：JIS G 5502 球状黒鉛鋳鉄品（FCD450-10） 
塗装：外面 JWWA K 139 合成樹脂塗料 

内面 JWWA G 112 水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装 
２）弁体 
材質：JIS G 5502 球状黒鉛鋳鉄品（FCD450-10） 
塗装：ゴムライニング（SBR） 

３）弁棒 
材質：JIS G 4303 ステンレス鋼棒（SUS304 又は SUS403） 
塗装：無塗装 
 
 

（２） 構造 
１）Ｔ字管本体の本管側は挿し口とし分岐側は K 形受け口とする。 
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（３）性能 
１）三方向に通水する機能を有し、耐震管路への接合が可能。 
２）洗浄用ピグの通過が可能。 
 

７ 試験及び検査方法 

管の試験および検査方法は、次による。 

（１）耐圧試験 

耐圧試験は、栓を不断水切替弁に適切な方法で取り付けた管の両端を塞ぎ給水した後、1.50MPaの

水圧を加え、5 分間保持する。このとき、耐圧部に漏れ、変形、破損、にじみ、その他異常があっ

てはならない。 

（２）止水試験 

止水試験は、栓を不断水切替弁に適切な方法で取り付けた管の両端を塞ぎ、栓を閉めた後、

0.75MPaの水圧を加え30 秒間保持する。このとき、シート漏れ、その他の異常があってはならな

い。 

（３）浸出試験 

   管体部：JWWA G 114 により行う。 

   

８ 工法 

１）不断水で内弁箱撤去、流路ガイド（防食体含む）挿入可能。 
２）流路ガイド（防食体含む）挿入による弁体の再利用、管路更新工法による割Ｔ字管の再利用が

可能。 
 

９ その他 

  この仕様書に疑義がある場合は、遅滞なく水道局担当者に通知し、その指示を受けなければならな

い。 
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■新旧対照表 項目 第５編 水道局特記仕様書  頁 ５－121 
改定箇所 

現行（令和元年 10 月） 改定（令和２年１月） 

 水道局管内一円工事特記仕様書 

 

制定 令和２年１月 24日 

 

１ 適用 

この特記仕様書は、水道局が発注する管内一円工事に適用するものとし、請負人は、工事の進捗

に伴う執行管理を適正に行うため、以下の項目を遵守しなければならない。 

管内一円工事とは、契約時点で施工場所を確定せずに、想定の工種、数量により積算し発注する

工事をいう。 

２ 監督員の指示 

(1) 請負人は、監督員による管内一円工事監督員指示書（以下、指示書という。）により施工しなけれ

ばならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。 

(2) 請負人は、指示書に基づき速やかに施工するものとし、指示書に記載されている工事概要の現場

確認を行い、施工前に内容等について監督員と協議しなければならない。 

(3) 請負人は、緊急を要する場合の監督員以外の職員の指示についても履行するものとし、口頭によ

る指示の場合も請負人は、履行しなければならない。 

なお、後日受領する指示書の日付は、口頭指示の日付とし、請負人は、施工後、速やかに指示に対

する施工内容の報告・確認を監督員に行うものとする。 

(4) 請負人は、監督員の指示内容と現場が一致しない場合は、現場の安全の確保を行った後に、ただ

ちに監督員に連絡をし、対応について協議しなければならない。 

(5) 請負人は、指示書の写しを完成図書に添付しなければならない。 

３ 監督員への報告 

(1) 請負人は、必要に応じて又は監督員に求められた場合、施工状況を連絡又は報告するものとする。 

(2) 請負人は、指示書に基づく工事が完了したときは、仕様・数量を記載した内訳書、図面、また工事

写真等の関係書類を添えて、工事の完成日の翌日から 10 営業日（水道メーター取替工事は２営業

日）までに監督員に提出しなければならない。ただし、施工量や施工内容等の現場状況により、こ

れに依りがたい場合は監督員の承諾を得たうえで関係書類の提出期限を変更できるものとする。 

(3) 請負人は、仕様・数量を記載した内訳書の提出に際しては、出来高の根拠となる計算書等の資料

を併せて提出しなければならない。 

(4) 請負人は、監督員からの精査に関する資料要求に際しては、速やかに対応するとともに、その資

料を提出しなければならない。 

また、監督員からの見積書の徴収依頼があった場合も同様とし、その資料を速やかに提出しなけ

ればならない。 

４ 出来高の確認 

(1) 請負人は出来高に関する執行管理を適正に行うとともに、変更等が生じた場合は、速やかに監督

員と協議しなければならない。 

(2) 請負人は、出来高に関する精査の状況を常に監督員と協議・調整し、共有するものとする。 

〇「水道局管内一円工

事特記仕様書」の新規

追加 
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(3) 請負人は、監督員が現場確認及び完成図書による確認を行った時点で差異が判明した場合は、再

協議しなければならない。 

(4) 請負人は、当初請負代金の 80％程度で監督員と進捗状況に関する協議を行うものとする。 

５ その他 

  その他、この特記仕様書に記載のないものは、監督員との協議をしなければならない。 
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参考資料 

第     号 

 令和 年 月 日 

 

管内一円工事監督員指示書 

請 負 人 

現場代理人           様 

 

                        

                       所 属 

                       氏 名               印 

 

 工 事 名                               

 標記の工事について、次のとおり指示します。 

 

以下のとおり、工事を指示します。 

 

 

 

 

 

 

  

  

 主任監督員 

  

 

 

 

 

 担当監督員 

  

 

 

 

 

 

 

 （備考）署名することにより、氏名の記入および押印に代えることができる。 

 

 

受領印 

 

 

 

 

 

総括監督員 
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■新旧対照表 項目 第５編 水道局特記仕様書  頁 ５－124 
改定箇所 

現行（令和元年 10 月） 改定（令和２年１月） 

 損害補償業務特記仕様書 

 

 制定 令和２年１月 24日 

  この特記仕様書は、水道工事の施行に起因する家屋等の損害が生ずる可能性があると判断した工事に適

用するものとする。 

 

１ 地元工事説明会 

  請負人は、監督員と打合せを行ったうえで説明会に出席し、一般的な工事説明のほか、損害補償に関す

る事前調査、事後調査、処理手続、損害の申し出方法等について説明すること。 

なお、説明会を開催しない場合は、事前調査を計画している家屋等、関係する各戸に同様の説明をするこ

と。 

 

２ 事前調査 

  請負人は、設計仕様に基づき家屋等の事前調査を実施するものとし、調査結果について家屋事前調査報

告書［第１号様式］、地盤測定報告書［第２号様式］、井戸等水位測定報告書［第３号様式］のうち、必要

な書類を作成し提出すること。 

 

３ 損害の現認、応急措置 

  請負人は、工事に伴い家屋等の損害に関する申し出があった場合に、直ちに監督員へ報告し、その指示

により速やかに所有者等立会いのもと工事による損害と認められる箇所の確認を行い、損害発生報告書

［第４号様式］を作成し監督員に提出すること。また、日常生活に重大な支障をきたす恐れのあるとき又

は損害の急速な拡大が予想されるときには、監督員に連絡し、所有者等の了解のもとに応急措置を行うこ

とができる。このときの費用は、原則請負人の負担とし、また、軽易な補修についても同様に取り扱うも

のとする。応急措置又は軽易な補修をした場合は、損害物件修理報告書［第５号様式］を作成し、提出す

ること。 

 

４ 事後調査及び損傷箇所確認 

  請負人は、原則として設計仕様に基づき家屋等の事後調査を実施するものとし、損害の申し出があった

家屋等及び事後調査が必要と思われる物件について、監督員と協議し事後調査を行い、調査結果について

家屋事後調査報告書［第１号様式］を作成し提出すること。工事による損害と認められる箇所について

は、所有者等の立合のもと損傷箇所確認書［第６号様式］を作成し提出すること。 

 

５ 復旧工事施工計画書作成 

  請負人は、損傷箇所確認書に基づいて復旧工事費用の見積りを行ったうえで、復旧工事施工計画書［第

７号様式］を作成し、提出のうえ認定を受けること。 

 

６ 補償対象者等との折衝 

〇「損害補償業務特記

仕様書」の新規追加 
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  請負人は、監督員が認定した復旧工事施工計画書に基づいて復旧工事仕様書［第８号様式］及び復旧工

事見積書［第９号様式］を作成し、補償対象者等との折衝に主体となって望み、合意形成に至るまで誠意

をもってあたるものとする。また、特に軽微なものを除き、費用負担内容を必ず記録し、適宜、折衝報告

書［第 10号様式］を作成し、提出すること。 

  なお、金銭補償による場合、金銭補償と復旧工事併用による場合及び代替物による費用負担の場合は承

諾書［第 11 号様式］、復旧工事による場合は復旧工事施行承諾書［第 12 号様式］の提出をもって、合意形

成とみなすこととする。 

 

７ 費用負担 

  請負人は、水道局（以下、「局」という。）負担の請求がある場合は、費用負担査定依頼書［第 13号様

式］（補償対象者の合意を得た復旧工事（概略）仕様書及び復旧工事（概算）見積書を添付）を作成し、提

出すること。費用負担額及び局と請負人の費用負担割合については、局内で開催される「工事損害審査委

員会」で審査し、審査結果は工事担当課から請負人に費用負担査定結果通知書［第 14 号様式］にて通知す

るものとする。 

 

８ 第三者損害に対する費用負担等に関する和解協議書の交換 

請負人は、局と補償費用の負担に関して、協議により第三者損害に対する費用負担等に関する和解協議

書［第 15号様式］を締結すること。 

 

９ 補償の実施 

  補償対象者等に対する補償の実施は、承諾書に基づき、請負人が行い、金銭補償（渡し切り）を原則と

する。また、請負人は、その費用を全額立替て支払うものとする。 

  なお、補償対象者等から復旧工事（機能回復）の申し出があったときは、復旧工事を行うことができる

ものとする。請負人は、補償を復旧工事で行う場合は、復旧工事施行承諾書に基づき実施すること。 

 

10 補償の完了及び請求 

  請負人は、損害補償を完了したとき、金銭補償による場合は補償対象者等の領収書［第 16号様式］、復

旧工事による補償の場合は復旧工事完了確認書［第 17 号様式］、代替物による費用負担の場合は受領書

［第 18号様式］等必要な書類を添えて、費用負担実施届［第 19 号様式］を提出すること。 

 

11 他工事が継続する場合 

  損害の発生後に引続き他の工事が継続する場合で、補償対象者等からの要望により全ての工事が完了し

てから復旧工事の見積りや補償交渉を行う場合、請負人は補償業務の手続きについて、監督員と協議して

定めるものとする。 

 

12 その他 

  この特記仕様書に記載のない事項、また、疑義が生じた場合は、監督員と協議して定めるものとする。 
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